
 

 

 京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

  平成２５年１１月１５日 

京都市教育委員会   

委員長 藤原勝紀   

京都市教育委員会規則１２号 

   京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則 

 京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。 

 第１章の章名を削る。 

 第２条から第６条までを削る。 

 第７条各号列記以外の部分中「条例」を「京都市青少年科学センター条例（以下「条例」

という。）」に改め，同条を第２条とする。 

 第２章の章名を削る。 

 第８条を第３条とし，第９条を削り，第１０条を第４条とし，第１１条から第１５条ま

でを６条ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（青少年科学センター） 


